
事項

ア 学歴別及び経験年数別の職員数及び給料月額

イ 学歴別及び年齢別の職員数並びに給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

ウ 諸手当のうち、扶養手当及び地域手当以外のものに係る職員数及び手当月額

二 その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた

事項

（集計の方法）

第十条 地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。

ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省におい

て行うものとする。

（結果の公表）

第十一条 地方公務員給与実態調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとす

る。

第十二条 削除

第十三条 削除

（調査票の保存等）

第十四条 調査票その他関係書類の保存期間は、公表後一月とする。ただし、地方公共

団体の長は、必要に応じ公表後一年まで保存期間を延長することができる。

２ 集計表の保存期間は、公表後五年とする。

３ 調査票その他関係書類の保存責任者は、総務大臣及び地方公共団体の長（調査票に

あつては、総務大臣及び第八条第一項の規定により調査票の提出を受けた地方公共団

体の長）とする。

４ 集計表の保存責任者は、総務大臣とする。

（人事委員会等の協力）

第十五条 地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教

育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。

附 則 抄

１ この府令は、公布の日から施行する。

３ 第三条に規定する地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員のうち特別職に

属する職員に関しては、当分の間、地方公務員給与実態調査の対象を、普通地方公共

団体又は特別区の職員で次に掲げる者及び特定地方独立行政法人の役員に限るものと
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する。

一 知事又は市町村長（特別区の区長を含む ）。

二 副知事又は副市町村長（特別区の副区長を含む ）。

三 出納長又は収入役

四 議会の議員

五 地方自治法第百八十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる委員会の委員及

び同項第四号に掲げる委員並びに同条第二項各号又は同条第三項各号に掲げる委員

会の委員

六 地方公営企業管理者
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